
平
成
二
十
二
年
三
月
十
五
日
提
出

質

問

第

二

五

七

号

外
国
人
学
校
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

浅

尾

慶

一

郎
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外
国
人
学
校
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
国
憲
法
第
八
十
九
条
で
は
「
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
・
・
・
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博

愛
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
定
め
ら
れ
、
私
立
学
校
が
国
か
ら
受
け

て
い
る
監
督
は
「
公
の
支
配
」
に
あ
た
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
私
学
助
成
は
日
本
国
憲
法
第
八
十
九
条
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
と

な
る
。

そ
こ
で
、
私
学
助
成
の
合
憲
性
が
問
題
と
な
る
が
、
昭
和
二
十
四
年
二
月
に
出
さ
れ
た
法
務
府
法
務
調
査
意
見
局
長
官
見
解

で
は
、
「
憲
法
第
八
十
九
条
に
い
う
『
公
の
支
配
』
に
属
し
な
い
事
業
と
は
、
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
こ
れ
に
対

し
て
決
定
的
な
支
配
力
を
も
た
な
い
事
業
を
意
味
」
し
、
そ
の
事
業
の
「
構
成
、
人
事
、
内
容
お
よ
び
財
務
等
に
つ
い
て
、
公

の
機
関
か
ら
具
体
的
に
発
言
、
指
導
、
ま
た
は
検
証
さ
れ
る
こ
と
な
く
事
業
者
が
自
ら
こ
れ
を
行
う
も
の
を
い
う
」
と
し
て
お

り
、
政
府
の
見
解
で
は
、
私
立
学
校
は
「
公
の
支
配
」
に
属
し
、
こ
れ
に
対
す
る
公
費
か
ら
の
助
成
も
日
本
国
憲
法
第
八
十
九

条
に
反
し
な
い
と
し
て
い
る
。
な
お
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
定
め
る
、
学
校
設
置
会
社
（
株
式
会
社
）
や
、
学
校
設
置
非

営
利
法
人
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
）
に
対
し
て
は
、
助
成
は
行
わ
れ
な
い
。

右
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一



一

朝
鮮
学
校
や
ア
メ
リ
カ
ン
ス
ク
ー
ル
等
の
外
国
人
学
校
は
「
公
の
支
配
」
に
属
す
る
の
か
。

二

も
し
外
国
人
学
校
が
「
公
の
支
配
」
に
属
す
る
と
す
る
と
、
ど
う
い
う
理
由
に
基
づ
く
の
か
。

三

構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
定
め
る
、
学
校
設
置
会
社
（
株
式
会
社
）
や
、
学
校
設
置
非
営
利
法
人
（
特
定
非
営
利
活
動
法

人
）
は
「
公
の
支
配
」
に
属
す
る
の
か
。

四

外
国
人
学
校
が
外
国
か
ら
助
成
を
受
け
て
い
て
も
「
公
の
支
配
」
に
属
す
る
と
解
釈
す
る
と
、
当
該
校
は
二
重
の
「
公
の

支
配
」
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
鳩
山
内
閣
と
し
て
二
重
支
配
を
許
容
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


